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会 議 録 

 

会議名称 令和３年度 目黒区特別職報酬等審議会（第１回） 

日 時 令和３年１０月２８日（木）午前１０時～午前１１時 

会 場 目黒区総合庁舎４階 特別会議室 

出 席 者 

（委員）吉岡会長、追川会長職務代理者、市毛委員、奥山委員、荘島委員、 

松﨑委員 

（区側）区長、総務部長、総務課長、人事課長、事務局 

傍 聴 者 なし 

配付資料 
目黒区特別職報酬等審議会（第１回）次第、委員名簿、諮問文（写） 

目黒区特別職報酬等審議会資料 １～３ 

会議次第  ・ 区長あいさつ 

・ 委員の御紹介 

・ 区側出席職員の紹介 

・ 審議会の進め方について 

○審議会  １ 会長ごあいさつ 

      ２ 諮問 

（区長退席） 

３ 傍聴・資料等の取扱い説明 

４ 資料の内容説明 

５ 資料等に関する質疑応答 

６ 今後の進め方 

７ 閉会 

内容及び 

主な発言 

１ 会長があいさつした。 

 

２ 区長から諮問を受けた。 

 

（区長退席） 

 

３ 傍聴・資料等について、次のように取り扱うこととした。 

・ 審議会は原則公開とし、審議会進行に支障がない限り傍聴を承認すること。 

・ 傍聴者に会議資料を配付すること。 

・ 会議録は要点筆記とし、ホームページで公開すること。 
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４ 事務局から、配付資料（勧告の概要等）について内容説明を行った。 

 

５ 質疑及び主な発言（「・」委員の発言、「→」区側の発言） 

・ 会長 

  審議会の審議内容とそのポイント、今後のスケジュールなどについて確認し

たい。 

→ 今月２０日、特別区人事委員会から一般職員の給与に対する報告及び勧告

が出された。その内容を踏まえ、区議会議員並びに区長等の給料額等の改定

について、その是非を含めて審議いただきたい。 

仮に今回改定すべきであるという答申をいただき、条例改正を行うことと

なった場合、職員団体との妥結状況を考慮した上で、１１月の第４回定例会

に条例案を提案する予定となる。 

これに向け、１１月８日及び１１月１９日開催予定の第２回及び第３回特

別職報酬等審議会において、答申案を審議いただく予定である。 

 ・ 委員 

   特別給の仕組みについて詳細を教えてほしい。 

  → 一般職員の場合、特別給は期末手当と勤勉手当からの２種類から構成され

ている。期末手当は民間のボーナスを指す。また、勤勉手当は成績率を反映

させた手当である。なお、勤勉手当については、成績率上位者の手当分はそ

れ以外の職員の手当から拠出する仕組みとなっている。今現在の一般職員の

特別給の支給月数内訳は、期末手当が２．５５月、勤勉手当が２．０５月で

ある。また、管理職は期末手当が２．１５月、勤勉手当が２．４５月であり、

管理職の方が成績により影響を受けることとなる。 

    近年の人事委員会勧告では、特別給が増額となった場合は勤勉手当を増や

し、減額となった場合は期末手当を減らす傾向にあり、今回の勧告では一般

職員の期末手当が２．４０月になる見込みである。 

 ・ 会長 

   区の収支見通し（資料２、ｐ７）において、人件費が増額となる見通しとな

っている。昨年は一般職員の給与は減となっていたが、人件費が増額となる

のはなぜか。 

  → コロナ対応等により、職員数は微増となっていることや年齢構成が上がっ

ていることが一因と考えられるが、人件費の増減については一概に説明する

ことは難しい。 

 ・ 委員 

   昨年の当審議会において、ふるさと納税による歳入の減収という話題が上っ

たが、現在までにその解消に向けた対策等は行ったか。 

  → 目黒区でも、自由が丘の商店街の物品や区内のホテルの宿泊券等をふるさ

と納税の返礼品にしたり、様々な基金を設けることで、増収に向けた努力を



 3 

行っている。しかしながら、減収が増収を上回っているのが現状であるため、

今後も対策を講じていきたい。 

・ 委員 

   様々な角度から目黒区の特色を活かしたものを見出すことで増収につなげ

てほしい。 

  → 目黒区ではその他にもサクラ基金等も行っている。いただいたご意見を踏

まえて、より一層努力してまいりたい。 

 ・ 委員 

   サクラ基金による寄付額はどれくらいか。 

  → 具体的な金額は手元にないが、多くの寄付をいただいているという感想で

ある。 

 

６ 会長から、今後の進め方について説明があった。 

・ 会長 

本日の説明や審議状況を踏まえて、論点整理と答申案の検討を行いたいと思

うがいかがか。 

（委員から「異議なし」の声） 

・ 会長 

第２回の審議会は１１月８日（月）午後３時から、この会場で開催する。 

 

７ 会長から閉会の宣言があった。 

 

 


